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平成13年度植物防疫事業の進め方について

I 新基本法 に お け る植物防疫

平 成1 1 年 に 公布 ・ 施行 さ れ た「 食料 ・ 農業 ・ 農村 基

本法J (新基本法) の 理念 を 具体化 し ， 農政の 今後の 基

本方針 と な る「 食料 ・ 農業 ・ 農村基本計画J が昨 年 3 月

に閣 議決 定 さ れた 。 こ れ を 受 け ， 農林水産 省 で は ， r食

料 ・ 農業 ・ 農村 基本計画 プ ロ グ ラ ム j を省議決 定 し ， 基
本計画の 目標 を達成す る た め 今後 5 年聞 に行 う べ き 具体

的施策 に つ い て 明確化 し た と こ ろ で あ る 。

この よ う な農政改革の 流れの 中 で， 植物防疫の 分野 に

お い て も ， 新基本法 に 定 め ら れた 理念， 施策の 基本方向

を 具体化 し ， 着 実 に 実施 に 移 す 関係者の不断の 努力が求

め ら れて い る 。

E 環境に配慮し た 病害虫防除の推進

病害虫防除 に つ い て は ， 新基本法の 中 で， r農業の 自
然循環機能の 維持増進 を 図 る j こ と が一つの 大 き な命題

と さ れて い る こ と を踏 ま え ， 水資源や大気等の 生活環境

へ一層配慮 し た ， 環境への 負荷 が極力少 な い 防除 を 推進

すべ く ， 発生予察 と こ れ に 基づ く 総合的病害虫管理の 一
層の 推進等必要 な 取 り組 み を 進 め る こ と が必要であ る 。

病害虫防除の 本来の 目 的で あ る ， 農業生産の 安定 を 図
り つ つ ， この よ う な新た な取 り 組み を 実施 し て い く た め
に は ， 技術的 な 面 での 改善 を 着 実 に 行 う こ と は も ち ろ
ん， 国， 都道府県， 農業者等関係者が一体 と な っ て 目標
に 向 か つ て 一歩一歩近づい て い く こ と が肝 要 であ る 。

昨 年 は ， 斑点米カ メ ム シ 類が過去 最大の 発生量 と な る
等， 病害虫の 発生動 向 に 変化 が見 ら れ た と こ ろ で あ る

が， 国 と し て も ， この よ う な病害虫の 発生動向の 変化 に

応 じ ， 適切 な対処 を 行 っ て い く よ う ， 努力 を 続 け て い く
こ と と し て い る 。

病害虫防除所の 活動 に つ い て も ， こ れ ま で以上 に 地域
と 密着 し た 取 り組 みが必要 と な っ て お り ， 現在 と り ま と
め を行 って い る病害虫 防 除所の運 営 に 関 す る担当 者間で

の 議論 を踏 ま え ， 着実な取 り組 み を 進 め て い く こ と が期
待 さ れて い る 。

1 総合的病害虫管理の推進

病害虫防除 に あ た っ て は， 高精度 か っ効果的 な 発生予
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察， 要防除水準の 考 え 方や生物農薬等の 導入 に よ り 効率

的で環境 に や さ し い技術の 開発 ・ 普及 を 図 る こ と が必要
であ る 。 こ れ らの 技術 を組 み合わ せ つ つ ， 病害虫の 発生

状 況， 防除 コ ス ト と 被害の 程度 を 考慮 し ， 病害虫の 発生
密度 を経済的な許容 水準以 下 に 管理す る こ と に よ り ， 農
薬の 使用 を 必 要最小 限 に 抑 え る ， 総合的 な 病 害 虫 管 理
(IPM) を推進す る こ と が重 要 で あ る 。 さ ら に ， 地域 で

の 新た な発生や， 薬剤抵抗性の 獲得等で従来 と は 異 な る
発生様態 を示 す特異的 な病害虫 に つ い て は ， 地域 に 適応

し た 有効 な 防除技術が な い た め ， 都道府県の 指導の も と

に ， 特異的病害虫 に つ い て ， 地域 に 適応 し た 防除技術へ

の 改良 ， 新た な技術 を組 み込ん だ総合的病害虫管理体系

の モデ ル地区での 実証， 各 関係機関 (農協， 市町村 ， 都
道府県等) の 連携 に よ る 総合的病害虫 管理実施体制の整
備 を 一体的 に 推進 し ， 産地等地域 レ ベ ル での 総合的病 害
虫管理体系の 確立 を 推進す る こ と が急務で あ る 。

2 よ り 重点化 した高精度 ・ 効率的 な 発生予察

病害虫 防除 を 的確 に 実施 す る た め ， 国 が 指 定 す る 43
種類の 病害虫 に 加 え ， 各 都道府 県 で問題 と な っ て い る
1， 000 種類 を超 え る 病害虫 に つ い て 発生状 況 を 調査 し ，

広域 な発生動向 に 関 す る 情報 を 作成 ・ 提供 し て き た 。

この よ う な な か， 近年の 環境 に 対す る 社会的関心の 高
ま り か ら ， さ ら に 農薬 に よ る 環境への 負荷 を 最低限 と す

る よ う ， 総合的 な 病害虫管理技術の 現場への 導入が図 ら
れつ つ あ り ， この よ う な状 況 に 対応 す る た め病害虫防除

所が実施す る 発生予察の 内容 も各 地域 ご と に 見直 し て い
く 必要が生 じ て い る 。

この た め ， 近年の 発生状況の 変化 に 伴 い ， 対象 と す る
病害虫 を重点化 し よ り 効果 的 に 実施す る と と も に ， 地域

の 病害虫発生状 況の 把握が進 む よ う ， モ ニ タ リ ン グ技術
の 確立 ， その 技術 を活用 し た 調査結果の 迅速 な収集 を 病

害虫防除所が実施 し ， よ り 効率的かつ 高精度 な 発生予察
の 実施 に 資 す る こ と が重 要 で あ る 。

ま た ， カ メ ム シ類の 多発 を踏 ま え ， 農耕地周辺の 発生

源 に 対 し で も 的確 に 防 除 を 実施す る 必要 が あ り ， こ れ ら

発生状 況の 的確 な 予察 に 加 え よ り 環境 と 調和 し た 形で ま
ん延防止が期待で き る フ ェ ロ モ ン 剤等 を 導 入 し た 機動的

な防除技術の 確立 等 を 一体的 に 実施す る こ と が必要であ
る o
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3 臭化 メチル対策

土壌処理用の臭 化 メ チ ルの 削 減 につ い て は. 2005 年
に 全廃す る と い う モ ン ト リ オ ー ル議定書 に基づ く 削減 プ

ロ グ ラ ムを 前倒 し す る 形で， 現在 ま で積 極的に取 り 組ん

でき た と こ ろ で あ る 。
本 年 (2001 年) に は 対基準年 ( 1991 年) 50% レ ベ ル

ま での削減を 達成 し な け れ ばな ら な い こ と か ら ， 各 地域

の 臭化 メ チ ル使用実態を 的確 に 把握 し ， そ こ で必要 と な

る 代替薬剤の 追加登録や， 太陽熱消毒， 蒸気消毒等の 代

替技術を 総合的 に 組み合わ せ た 防除対策を 確立 ・ 普及す
る 必要 が あ る 。 さ ら に. 2005 年の 全廃を 目 指 し て ， 現
在臭 化 メ チ ル以外に 農薬登録の な い ス イ カ ， キ ュ ウ リ 等

の 土壌伝染性 ウ イ ル ス 病 に つ い て 対策を 進 め る こ と が急
務 と な っ て い る 。

この よ う な状 況 に 的確 に 対応す る た め ， 関係 団体， 行

政， 試験研究機関等の 関係者が， 直面す る問題 に かかわ

る問題 意識を 共有 す る と と も に ， 緊 密 な 連 携を 図 り つ
つ， 代 替技術の 導入等， 各 般の 対策の 的確な 実施を 推進

す る た めの 体制 と し て ， 昨 年. r臭 化 メ チ ル 削減対策会
議J を 発足 さ せ た と こ ろ で あ り ， 今後 は ， 同会議での 議

論を 踏 ま え ， よ り 一層 重点的 な施策を 推進 し て い く こ と
が重要 であ る 。

皿 鳥獣害対策の推進

鳥獣害 に つ い て は ， 中 山 間地域 に お い て 従来 よ り 大き
な問題 であ っ た と こ ろ で あ る が， 近年平 野部 に お い て も
顕在化 し つ つ あ り ， 有効 な対策の 実施 に苦慮 し て い る 地
域が見 ら れ る 。

この た め ， 地域の 専門 家育成を 目 指 し て都道府県の担

当 者 等を 対象 に 鳥獣害防止対策研修を 実施す る と と も

に ， 地域 に お け る 先進的被害防止技術の 管理指導， 駆除

活動の 取組体制の整備を行 う 等， 今後 と も ， 被害状 況の
正 確 な把握 と 的確 な対策の 実施 に ， 国， 地方公共団体，
農業者等の 関係者が力を 合わ せ て 取 り 組んで行 く こ と が
肝 要で あ る 。

ま た ， 平 成 1 1 年の 鳥獣保護法の 改正 に よ り ， 鳥獣の
個体数管理 ， 生息環境管理 ， 被害防 止対策を 総合 的 に行
う こ と が盛 り 込 ま れた と こ ろ で あ り ， こ れを 受 け て 今後

都道府県 に よ り ， 特定鳥獣保護管理計画 (以下 「特定計

画」 と い う ) が策定 さ れ る こ と と な る 。 鳥獣被害の抑 制
の た め に は ， 特定計画の 対象 と な る 主 な鳥獣等の 種類 ご
と に ， 特定計画の 策定予定地域， その 周辺 地域等を 重点、
に モデ ル地域を 設定 し た う え で， 被害状況の 特徴を 把握
し ， 被害測定法の 技術マ ニ ュ ア ルの 策定を 図 り ， 特定計
画や有効な被害対策の 実行 に 的確 に 反映 さ せ て い く こ と
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が重要 であ る 。
さ ら に は， 鳥獣害防止 に 向 け た 鳥獣の 生態や被害回避

等の 知識 に つ い て ， 広域的 に都市住民や観光客を 含 め た

県民全般を 対象 に ， 被害防止対策研修会を 開催 す る 等 に
よ り 啓発す る こ と も 重要 で あ る 。

W 植物検疫の円滑な実施

植物検 疫の 分野 に お い て は. WTO/SPS 協 定 (衛生

植物検疫措 置の 適用 に 関 す る 協定) お よ び国 際植物防疫

条約の枠 組みの 下で， 植物検 疫措 置 に 関 す る 国 際基準の
策定 が急 ピ ッ チ に 進 め ら れて い る 。 そ れ らの 中 に は， 病
害虫危険度解析や検 疫有害動植物 に 関 す るガ イドラ イ ン

が含 ま れ て お り. r科学的根拠 に 基 づ く 検疫措 置の 策 定

と 実行j が求 め ら れ て い る こ と か ら ， 我が国 と し て も 国

際ル ー ルを尊 重 し つ つ ， 我が国の 考 え 方 を 主張 し て い く

こ と と し て い る と こ ろ で あ る 。 同 時 に ， 今後 は こ れ らの
国際基準への整合を 考慮 し な が ら ， 我が国の 植物検 疫体

制の整備を 図 る 必要 が あ る 。
ま た ， 諸外国 か らの輸 入解禁要請が引き 続き 増加 し て

お り ， 一昨 年か ら 実施 し て い る 解禁手続きの 進捗状 況の
公表 な ど に よ り ， 透 明性の 確保 に 努 め て いき た い。

この よ う に ， 植物検 疫の 実施 に 当 た っ て は， 今 後 と

も ， 透 明性を 確保 し つ つ ， 科学的根拠の あ る 技術的 な措

置を も っ て ， 病害虫の 海外か らの 侵入の脅威 か ら 我が国

の 農業を 守 る との 基本原則の 下で全力を尽 く し て い く こ
と が震 要 で あ る と 考 え て い る 。

V 農薬の安全対策の一層の推進

1 農薬安全使用 対策

農業の 自 然循環機能の 維持増進が新た な基本法 に基づ

く 今後の 農政の 大き な柱のー っ と し て 位置付 け ら れた こ

と も あ り ， 従来か ら 進 め て い る 農薬使用の 安全確保 に 加
え ， よ り 環境 に 配慮、 し た 防除を 推進す る 観点 か ら ， 農薬

の 適正 使用の 一層の徹底 に 努 め る と と も に ， 使 い 残 しの
農薬や空容 器 に起因す る 環境負荷の 低減を 図 る た め ， ①

再 生利 用 が容 易 な 農薬容 器の 開発， ②農家等 で保管 さ れ

て い る 使用残農薬の 適正 処理技術， ③水稲共 同育苗施設

等か ら 生 じ る 種子消毒時の 農薬廃液処理技術の 開発等 を

推進す る 必要 が あ る 。
ま た ， 適正 使用の 推進 に 当 た っ て は ， 農薬製造 メ ー カ

ー， 流通 ・販売 業者， 関係 団体等が一体 と な っ て ， 各 段
階で着実 に取 り 組む こ と が重要であ る 。

2 内分泌かく乱物質対策

化学物質の 中 に は 内分泌 か く 乱物質， い わゆ る 環境 ホ
ルモ ン と呼 ばれ， 動物の 生殖機能等 に 悪影響を与 え る と
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疑われているものがある。 このような物質は， 非常に低
濃度で野生生物 の形態異常等を引き起こすとの報告がな
されているが， その作用メカニズム等についてはまだ未
解明な部分が多い。

農薬については， 従来より， 登録に当たって， 繁殖毒
性試験， 催奇形性試験等生殖能力や次世代への影�PJi�に関
する試験成績の提出を義務付け， それらを基に厳正な検
査を行いその安全性を確認しているところである。 しか
しながら， 化学物質の内分泌かく乱作用は新しい知見で
あり， 農薬と内分泌かく乱作用の因果関係についても，
現在のところ明確になっていないことから， 農薬のより
一層の安全性を確保するため， 農薬の内分泌かく乱作用
を引き起こす可能性の迅速かつ効率的に判別する技術を
確立するとともに， 水 系環境中での内分泌かく乱物質の
挙動 を把握解析することとしている。

日 関係者との連携による事業の推進

植物防疫事業においては， 発生予察事業等， 関係者が
連携して推進しな付れば笑効が上がらない事業が多い。
近年は急速な勢いで情報化が進展しており， 様々な情報

学 界 だ よ り
財団法人報農会(理事長:中村蹟明 )は， 2月2 EI平

成1 2年度農家子弟への奨学金贈呈について審査委員会
を聞き， 提出された研究報告を審査した結果， 下記の 5
名の 農業大学校生に対し奨学金を贈呈することを決め
た。

この奨学金は， 鉢物植物保護に関心をもち， かつ農業
後継者として科学的知識や技術を深めるために， 県立農
業大学校等に在籍して優秀な研究を行った農家子弟に対
して贈られるもので， 昭和 58 年度に発足して以来今回
は 18 回目に当たる。 受賞者は今回を含めて延べで82校

82名に及んでいる。 なお， 奨学金は各 10万円でそれぞ

次号予含

次 5 月号は， rダイズ病害虫の発生生態と防除」
の特集号です。 予定されている主な記事は以下のと
おりです。

ダイズ病害虫抵抗性品種の 育成状況と今後の展望

ダイズ黒根腐病の発生生態と1!1J除
ダイズ紫斑病の発生生態と防除

松永亮一
鈴木 健
藤田佳克

を低コストで入手することが可能となっており， これら
の情報を関係者が共有し， 意見・情報の交換および その
分析を行うことにより， 円滑に事業の実施を図ることが
重要である。 植物検疫を担当している植物防疫所と国内
関係都道府県の病害虫防除関係者がこれまで以仁に連携
を図り， 情報・知見の交換を行いながら業務を推進する
ことが必要で‘ある。

現在， 日本植物防疫協会において運用を行っている
JPP-NETについても， ただの連絡の場ではなし その
中でどのような情報を流通させ， それを関係者がどのよ
うに使いこなすかが今後の運用の成否の鍵となる。

l品業者， 都道府県， 国およ び 民間の枠， あるいは行
政， 研究および普及の枠を越え， 植物防疫に関するすべ
ての関係者が一体となった取 り組みが今ほど求められて
いる状況はない。 植物防疫課等国の関係機関もその先頭
に立って努力してしべ決意であるが， 本誌の読者の方々
をはじめ， 関係者におかれては， 我が国の植物防疫 の発
展とそれによってもたらされる我が国農業の発展に， 一
層のご支援とご理解をお願いしたい。

れの在籍大学校長から， 賞状とともに贈呈される。
本年度 の受賞者及 び その調査研究課題は次のようであ

る。
。コンブユーザ-Aによるリンゴの害虫抑制について

佐藤亮平氏(福島県立農業短期大学校 )
@物理的防除薬 剤による花芥の アブラムシ類の防除

本 田聖人氏(千葉県農業大学校 )
@植物成長調節 剤(わい化 剤 )の施用が早出しパンジー

の生育開花に及ぽす影響
坂田千次郎氏(愛知県立農業大学校 )

。鉢物 トルコギキョウにおける各種わい化 剤の効果確認
木村充雄氏(山口県立農業大学校 )

。改良陽熱土壌消毒による効率的防除
尻校I徐史氏(宮城県立農業大学校 )

ダイズわい化病の発生生態と防除に関する最近の研
究動 向 本多健一郎

ダイズうどんこ病の発生と品種抵抗性 挟間 渉
ダイズ白絹病の発生生態と防除 仲川晃生
近年の カメムシ類の発生動向と防除対策 樋口博也
ハスモンヨ 卜 ウの発生と被害 菖蒲信一郎
ダイズシストセンチュウの発生生態と防除 相場 聡
ダイズの鳥類による被害の発生と防除対策 藤岡正博

定期議読者以外のお申込みは至急前金にて本会へ

定価1部920円 送料76円
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